
令和３年 農業農村整備 オリジナルカレンダー

※このカレンダーは、農業農村整備のＰＲと関係職員間の情報共有を図ることを目的とし作成しています。
（新川農林振興センター農業農村整備広報･広聴連絡会）

新川農林振興センターホームページ http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1630/index.html

「とやま水土里
探訪ブログ」で検索！

https://www.facebook.com
/toyama.nousonsebi
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【ため池整備 双子池地区 （魚津市）】

本地区は、取水施設が老朽化していること等から、ため池下流の農地や民家へ
の災害を未然に防止し、安定的な農業経営の確保を目的として、H30年度から改

修工事を行っています。昨年度まで堤体工、洪水吐工などの整備を行っており、今
年度は事業最終年度で、法面保護（植生工）等の完了整備工事を行う予定です。

農地整備第一班

【農地整備事業（ほ場整備）高橋地区（朝日町）】
ほ場整備事業「高橋地区」の安全祈願祭・起工式が4月26日に開催されまし

た。コロナの影響により従来通りにはできませんでしたが、密を避け、手指消
毒を徹底するなど、しっかり感染防止対策を行い実施されました。農地の大区
画化や用排水路整備、自動給水栓の導入を通して、農業生産性の向上や農
業経営の安定化を図ることとしています。

指導班

春の「農業用水路転落事故防止強化期間」（４月２０日～５月２０日）は、注意喚起
チラシの配布や県市町広報誌、ホームページなどを利用して情報発信を行い、本
年度からは更に市町村広報車またはパトロール車等による音声での注意喚起も実
施しています。また、管内全土地改良区で農業用水路危険箇所一斉点検を実施し
ており、転落事故防止のために、より一層の注意喚起にご協力をお願いします。

水利防災班

農地整備第二班

【農地整備事業（経営体育成型）大布施南部地区（黒部市）】
大布施南部地区のほ場整備工事が4月より着工いたしました。

ほ場の大区画化及び農道の拡幅整備を通して、作業の効率化や農業経営体
による農地の利用集積を図り、農業経営の持続的な発展を進めていきます。

計画班

中山間地域における農業・農村の維持・発展を支援するため、中山間地域農業
農村総合整備事業「にいかわ広域地区」のR5年度着手を目指しています。現在、

地元農家・関係市・土地改良区とともに現地を確認し、改修要望のある用排水路
や農道等の調査を進めています。

中山間地域等直接支払制度による取組みは平成12年度から始まり、今年度で22

年目になります。地形勾配が強く農業生産条件が不利な中山間地域において、集落
ごとに農業や集落の維持を図るための話し合いや、草刈り、泥上げ等の作業を通し
て農地の保全に努められています。（写真は黒部市田籾、及び黒部市宇奈月町明
日における草刈状況）

企画振興課


